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記載事項（抜粋）

18年度目標値 目標年度 16年度 17年度

90% 18年度

行政制度・運営の改善を実
現するためには、行政内部
にありながらも各府省とは異
なる立場の総務省が行う行
政評価・監視の実施により、
各府省の業務の実施状況に
ついて調査し、改善すべき
事項を指摘するとともに、国
の行政に関する苦情を広く
受け付け、あっせん等を行う
ことが必要であることから、左
記指標により評価するもので
ある。左記目標値について
は、過去の実績等を勘案し
て設定したものである。

施策の概要

施策に関する評価
結果の概要と達成
すべき目標等

【評価結果の概要】

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　中立・公正な立場から各府省の業務の実施状況等を調査し、その結果に基づき勧告等を行う行政評
価・監視、国民から国の行政全般に関する苦情等を受け付け、関係行政機関に必要なあっせんを行う
行政相談により、行政の制度・運営の改善を推進する。

（１）必要性
　各府省とは異なる中立・公正な立場から行政評価・監視を行う機能は政府部内に必要不可欠。ま
た、国の行政全般について国民からの苦情等を広く受け付け、その解決等を図る機能は、国民にとっ
て最も身近な相談窓口として必要不可欠。
（２）有効性
　下記のとおり、測定指標に係る目標は達成しており、有効性は認められるが、本政策の対象が各府
省の業務の実施状況全般にわたること、行政課題が一層複雑・高度化していること、また、国民の多
様なニーズに応え、その活動が国民に一層理解されるような取組が必要であるとの指摘等を踏まえ、
充実・強化を図るための取組が必要。
（３）効率性
　行政評価・監視については、処理に長期間を要しており、早期の行政の制度・運営の改善を図るた
めに、一層の効率性の向上が必要。行政相談については、全体の約３分の２をボランティアの行政相
談委員が受け付けており、職員が直接処理する場合と比較してより少ないコストで業務を行っている
ことから効率性が認められる。
（４）反映の方向性
・行政評価・監視に係る勧告等の内容の充実に向けた民間専門家の活用拡大の検討
・国民の多様なニーズに対応した行政評価・監視の実施
・広報活動の強化に向けた新規広報媒体の制作の検討
・総合行政相談所・電話回線数の増設の検討　　　　　　　　　　　　　等

基本目標・指標の
設定根拠・考え方

（回答）※１

（その後の改善措置状況）※１

基本目標

平成１９年度実績評価書要旨

施策名
１　行政改革の推進　政策４

政策体系上の位置付け
行政評価・監視の実施及び行政相談制度の推進による行政制
度・運営の改善

担当部局名：行政評価局総務課、行政相談課

主な指標

関係する施政方針
演説等内閣の重要
政策（主なもの）

施政方針演説等

苦情あっせん案
件の解決率（※
２）

国民に信頼さ
れる公正で透
明、簡素で効
率的な質の高
い行政を実現
する見地から、
行政評価・監
視の実施及び
行政相談制度
の推進を通じ
て、行政の制
度・運営の改
善が図られるこ
と。

行政評価・監視
に係る勧告等に
基づく関係府省
の行政運営の
見直し・改善事
項数の割合

※１　勧告等から原則として６か月後に、勧告等に対して講じた措置についての「回答」を関係府省から受領し、
さらに、「回答」から原則として１年後に「その後の改善措置状況」を受領
※２　あっせんした苦情事案のうち、関係行政機関等が措置を講じて解決に至った相談件数の割合

年月日
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